
奈
良
・藤
原
京
右
京
五
条
四
坊

所
在
地
　
　
　
奈
良
県
橿
原
市
小
房
町

調
査
期
間
　
　
第

一
次
　
一
九
九

一
年

（平
３
）
一

第
二
次
　
一
九
九
二
年

一
二
月
を

発
掘
機
関
　
　
橿
原
市
教
育
委
員
会

調
査
担
当
者
　
竹
田
政
敬

遺
跡
の
種
類
　
都
城
跡

遺
跡
の
年
代
　
七
世
紀
を

一
三
世
紀

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

今
回
の
調
査
は

「万
葉
ホ
ー
ル
」
（仮
称
）建
設
事
業
に
伴
う
事
前
発
掘
調
査

で
あ
る
。
調
査
地
は
復
原
条
坊

に
よ
る
と
こ
ろ
の
藤
原
京
右
京

五
条
四
坊
内
に
あ
た
り
、
古
代

の
幹
線
道
路
下
ツ
道
（現
代
で
は

国
道
一
六
九
号
線
と
し
て
吉
野
に

至
る
県
内
の
主
要
道
路
）
に
東
面

す
る
位
置
で
あ
り
、
下
ツ
道
と

五
条
条
間
小
路
の
交
差
点
の
検

出
が
予
想
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。

下
ツ
道
に
つ
い
て
は
そ
の
東
側
溝
が

一
九
八
八
年
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

に
よ
る
七
条
四
坊
内
の
調
査
で
検
出
さ
れ
て
お
り
、
調
査
当
初
か
ら
そ
の
存
在

は
確
実
視
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
五
条
条
間
小
路
に
つ
い
て
も

一
九
八
七
年
奈

良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
と
当
市
毅
育
委
員
会
が
共
同
で
実
施
し
た
四
条
大

田
中
遺
跡

（大
諜
原
京
右
京
五
条
五
坊
内
）
の
調
査
区
内
に
入
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
の
議
論
が
あ
り
、
今
回
の
調
査
は
そ
の
可
否
を
決
定
し
う
る
地
点
と
し

て
注
目
さ
れ
た
。

調
査
の
結
果
、
藤
原
官
期
の
遺
構
と
し
て
は
下
ツ
道
及
び
そ
の
東
側
溝
、
五

条
条
間
小
路
、
更
に
五
条
四
坊
西
北
坪
内
を
南
北
に
二
等
分
し
た
と
考
え
ら
れ

る
東
西
に
敷
設
さ
れ
た
区
画
道
路
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
道
路
と
下
ツ
道
と

を
結
ぶ
橋
二
脚
、
下
ツ
道
に
直
交
す
る
溝

一
条
、
掘
立
柱
建
物
三
棟
、
柵
列

一

条
が
あ
る
。

下
ツ
道
Ｓ
Ｆ
〇

一
は
中
央
か
ら
南
ト
レ
ン
チ
に
か
け
て
東
路
肩

一
部
を
確
認

し
た
だ
け
で
、
路
面
幅
は
不
明
で
あ
る
。
南
北
溝
ｓ
Ｄ
Ｏ

一
は
そ
の
東
側
溝
で

あ
る
。
検
出
長
約
八

一
ｍ
、
幅
は
中
央
よ
り
北
側
に
か
け
て
は
氾
濫
の
た
め
不

揃
い
で
あ
る
が
、
遺
存
状
況
の
良
い
と
こ
ろ
で
は
ほ
ぼ
七
ｍ
前
後
に
収
ま
り
、

本
来
の
幅
は
七
ｍ
前
後
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
深
さ
は
検
出
面
よ
り
約
八
〇

伽
ぞ

一
二
〇
伽
を
測
り
、
北
に
向
か
う
に
つ
れ
て
次
第
に
深
く
な
る
。
溝
内
堆

積
土
は
概
ね
四
時
期
か
ら
な
る
。
ま
た
、
溝
Ｓ
Ｄ
Ｏ
二
は
検
出
長
は
僅
か
に
二

ｍ
に
留
ま
る
が
、
東
側
溝
Ｓ
Ｄ
Ｏ

一
か
ら
路
面
を
横
切
る
も
の
で
あ
る
。
幅
約

五
ｍ
、
深
さ
は
八
〇
∞
を
測
り
、
流
水
は
土
層
堆
積
状
況
か
ら
、
西
流
し
て
い
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た
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
の
溝
の
堆
積
土
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
Ｓ
Ｄ
Ｏ

一
は
大
量
の
砂
と
粘
上
が
入
り
交
じ
っ
た
状
況
を
呈
し
て
い
る
が
、
溝
ｓ
Ｄ
Ｏ

二
は
最
下
層
の
砂
層
を
除
い
て
は
砂
混
じ
り
の
粘
土
准
積
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

Ｓ
Ｄ
Ｏ

一
は
常
時

一
定
量
の
水
量
が
あ

っ
た
の
に
対
し
Ｓ
Ｄ
Ｏ
二
は
澱
ん
だ
状

態
で
あ

っ
た
と
推
測
で
き
る
。

五
条
条
間
小
路
Ｓ
Ｆ
Ｏ
二
は
五
条
四
坊
を
南
北
に
三
分
す
る
東
西
の
路
で
、

南
北
に
側
溝
が
伴
う
。
検
出
長
は
約
四
ｍ
で
あ
る
。
南
北
の
幅
は
溝
心
々
間
で

一
〇

・
五
ｍ
、
路
面
幅
は
約
九

・
六
ｍ
で
あ
る
。
北
側
溝
は
幅
約

一
一
〇
甑
、

深
さ
約
四
〇
∽
、
南
側
溝
は
幅
約

一
二
〇
伽
、
深
さ
約
四
五
∽
で
、
そ
れ
ぞ
れ

下
ツ
道
東
側
溝
と
の
合
流
点
側
が
深
く
な
っ
て
い
る
。

区
画
道
路
Ｓ
Ｆ
Ｏ
三
は
五
条
四
坊
西
北
坪
を
南
北
に
三
分
す
る
東
西
の
路
で
、

南
北
に
側
溝
が
伴
う
。
検
出
長
は
約
六
ｍ
で
あ
る
。
溝
心
々
間
距
離
は
二

・
七

ｍ
、
路
面
幅
は
二

。
一
ｍ
で
あ
る
。
両
側
溝
と
も
幅
は
約
四
五
伽
、
深
さ
三
〇

伽
前
後
で
、
下
ツ
道
東
側
溝
の
合
流
点
側
が
深
く
な
っ
て
い
る
。

橋
は
両
東
西
道
路
Ｓ
Ｆ
Ｏ
二

・
〇
三
か
ら
下
ツ
道
Ｓ
Ｆ
Ｏ

一
の
東
側
溝
を
横

断
す
る
場
所
で
検
出
し
た
。
五
条
条
間
小
路
Ｓ
Ｆ
〇
二
に
伴
う
橋
は
路
の
北
側

で

一
部
遺
存
し
て
い
た
。
逆

「
コ
」
字
状
に
横
木
を
積
み
上
げ
、
そ
の
積
み
上

げ
た
横
木
の
外
側
に
板
材
を
打
ち
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
護
岸
の
規
模
は
東
西

約

一
・
五
ｍ
、
南
北
は
遺
存
部
分
で
三
ｍ
を
測
る
。
護
岸
内
に
は
榛
原
石

（室

生
火
山
岩
）
の
基
底
石
が
あ
り
、
そ
の
西
側
に
は

一
部
橋
脚
の
柱

（径
約
二
〇
Ｊ

が
の
こ
る
。
区
画
道
路
Ｓ
Ｆ
Ｏ
三
に
伴
う
橋
は
九
材

・
角
材
の
枕
を
無
数
に
打

ち
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
Ｓ
Ｆ
Ｏ
三
の
西
延
長
上
で
下
ツ
道
東
側
溝
を
横
切
る

よ
う
に
打
ち
込
ん
で
あ
る
こ
と
か
ら
橋
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
条
条
間
小
路
Ｓ
Ｆ
Ｏ
二
よ
り
北
側
の
坪
内
に
は
建
物
三
棟
及
び
塀

一
条
が

あ
る
。
こ
れ
ら
構
造
物
は
南
半
部
に
か
た
よ
っ
て
お
り
、
東
西
道
路
Ｓ
Ｆ
Ｏ
三

ま
で
の
間
の
北
半
部
は
空
閑
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
建
物
は
そ

の
主
軸
を
下
ツ
道
Ｓ
Ｆ
Ｏ

一
沿
い
で
は
南
北
方
向
に
、
東
西
道
路
Ｓ
Ｆ
Ｏ
二
沿

い
で
は
東
西
方
向
、
と
各
道
路
主
軸
に
合
わ
せ
配
置
し
て
い
る
。

建
物
Ｓ
Ｂ
〇

一
は
梁
行
二
間

全
一下
六
じ
、
桁
行
四
間

（七
二
冨
）
の
東
西

棟
で
、
柱
は

一
辺
約
五
〇
枷
の
掘
形
を
も
ち

一
部
柱
根
が
遺
存
し
て
い
た
。

建
物
ｓ
Ｂ
Ｏ
二
は
総
柱
の
建
物
で
梁
行
二
間

全
一下
九
じ
、
桁
行
三
間
（四
・

八
ｍ
）
の
南
北
棟
で
、　
柱
は

一
辺
約
六
〇
軸
の
掘
形
を
も
ち

一
部
柱
根
が
遺
存

し
て
い
た
。

建
物
Ｓ
Ｂ
Ｏ
三
は

一
部
を
倹
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
。　
梁
行
二
間

公
一下

三
ｍ
）、

桁
行
は
二
間
以
上
の
南
北
棟
で
、　
一
辺
五
〇
伽
前
後
の
柱
掘
形
を
も
つ
。

塀
Ｓ
Ａ
Ｏ

一
は
建
物
Ｓ
Ｂ
Ｏ
二
と
Ｓ
Ｂ
Ｏ
三
の
間
の
東
西
塀
で
あ
る
。
塀
の

軸
は
建
物
Ｓ
Ｂ
Ｏ

一
と
同

一
方
向
で
あ
る
。
二
間
分
を
検
出
し
た
。

木
筒
は
下
ツ
道
東
側
溝
か
ら
三
七
点
が
出
上
し
た
。
伴
出
し
た
遺
物
に
は
、

藤
原
官
期
と
考
え
ら
れ
る
多
量
の
土
器

（須
恵
器
。
上
師
器
・
電
）
を
は
じ
め
硯

数
点

（う
ち
多
彩
釉
一
点
）、
瓦
、
木
製
容
器

（皿
・
曲
物
）、
祭
祀
遺
物
と
し
て
金

属
製
人
形

一
点
、
銅
製
鈴

一
点
、
素
文
鏡

一
面
、
人
形

・
斎
串

・
太
刀

・
馬

・

蔦

・
舟
等
の
木
製
品
、
土
製
品
と
し
て
、
土
馬
、
手
づ
く
ね
土
器
、
ミ
ニ
チ
ェ



ア
の
竃
が
あ
り
、
さ
ら
に
交
締
箱
の
破
片
も
含
ま
れ
て
い
る
。
新
し
い
時
期
の

遺
物
と
し
て
黒
色
土
器
、
羽
釜
、
甕
、
緑
釉
陶
器
、
灰
釉
陶
器
、
銭
貨

（神
功

開
宝
二
点
・
隆
平
永
宝
五
点
・
富
寿
神
宝
一
点
・
長
年
大
宝
一
点
）
が
あ
る
。
ま
た
、

東
側
溝
と
東
西
溝
と
の
合
流
付
近
で
は
そ
の
最
下
層
か
ら
人
面
墨
画
土
器

一
点

が
う
つ
伏
せ
の
状
態
で
出
上
し
た
。
そ
の
他
、
東
西
道
路
北
側
溝
か
ら
小
型
海

獣
葡
萄
鏡

一
面
と
土
師
器
片
お
よ
び
瓦
、
区
画
道
路
の
北
側
溝
か
ら
土
師
器
杯

一
点
が
出
土
し
た
。

南
ト
レ
ン
チ

「
＜
七
斗
俵

〔評
ヵ
〕
　
　
　
　
〔古
ヵ
〕

。
「
坂
田
□
長
岡
里
秦
人
国
人
□
□
」

。
「
□
裏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

ｘ
□
評
史
」

こ
の
他
、
下
ツ
道
東
側
溝
上
面
か
ら
延
喜
通
宝

に
掘
ら
れ
た
曲
物
の
井
戸
の
底
よ
り
黒
色
土
器
皿

出
上
し
た
。

８
　
木
筒
の
釈
文

。
内
容

第

一
次
調
査
で
は
南
ト
レ
ン
チ
と
北
ト
レ
ン
チ
、
第
二
次
調
査
で
は
中
央
ト

レ
ン
チ
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
、
下
ン
道
東
側
溝
か
ら
総
計
三
七
点
の
木
筒

が
出
土
し
た
。
そ
の
内
訳
は
、
南
ト
レ
ン
チ
一
二
点
、
北
ト
ン
ソ
チ
一
七
点
、

中
央
ト
レ
ツ
チ
八
点
で
あ
る
。

第

一
次
調
査
で
出
上
し
た
木
簡
の
う
ち
、
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
木
簡

学
会
第

一
四
回
研
究
集
会
で
報
告
し
た
。
第
二
次
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
に
つ

い
て
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
橋
本
義
則
氏
が
釈
読
さ
れ
た
。
ま
た
第

一
次
調
査
で
出
土
し
た
木
筒
に
関
し
て
も
、
今
回
、
橋
本
氏
と
和
田
の
二
人
で

再
検
討
を
加
え
、
釈
文
を
確
定
し
た
。
そ
の
た
め
昨
年
の
研
究
集
会
で
発
表
し

た
釈
文
と
若
干
相
違
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
以
下
の
釈
文
に
よ
ら
れ
た
い
。

。
「
ｘ
□
□
□
者
当
輩
輩
　
輩
輩
□

【年
留
〕　
　
　
　
　
　
　
　
〔γ
翼
〕

1992年出上の木簡

点
、
ま
た
、
廃
絶
後
路
面

点
と
上
師
器
皿
片

一
点
が

口

⑭
　
。
「
大
回
□
□

(5)

×

17)

（μ∞〇）
×
ＮＮ
×
卜
　
〇∞Φ

Ｐ
Φ
μ
Ｘ

Ｐ
ド
×

卜
　

〇
い
μ

（
∞
〇
）
×

ド
ヽ
×

］
　

Φ
∞
Φ

谷

］
鬱

×

６

じ

×

『
　

Φ
∞
ド

Ｇ

じ

×

合

じ

ｘ

］

⇔
∞
ド

半

冨思待 寮甕 茎
長卵 恵華 ぃ

□何 賓賢
□

只
符
篠
）
今
戊
日
死
人
」

北
ト
レ
ン
チ

〔合
己

「
＜
酒
三
升
二
□
口
□
」

〔間
己

。
「
＜
申
□
里
奉
出
加
山
」

μ
い
］
×

卜
〇
×

『
　

Ｏ
Ｐ
岸

半

口 回
口

回□

ド
の
Φ
×

μ
『
Ｘ

い
　

〇
∞
〕



。
「
＜
小
部
□
□
□
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ］契
μ寮
枷
ｏ∞Ｙ

【俵
畠

⑨

　

「
＜
不
酸
河
原
□
□
壱
斤
＜
」
　
　
　
　
　
μ］父
μ父
卜
ｏ∞７

⑩

　

「
　
烏
烏
道
背
背
□
□
□
」
　

　

　

　

　

　

Ｐ『契
∞契
卜
Ξ

〓
一　
中
央
ト
レ
ン
チ

⑪

　

「
（符
篠
）
鬼
急

ヽ
如
律
令
　
　
　
　
　
　
　
（淫
ｙ
卜貿
卜
ｏ‘

⑫

　

「
別
君
意
伎
万
呂
米

一
俵
」
　

　

　

　

　

　

Ｐ卜翼
］受
卜
冨

⑬

　

「
＜
石
井
前
分
贄
阿
治
」
　

　

　

　

　

　

　

ドト受
］更
⇔
Φ駕

釈
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
い
ず
れ
の
木
簡
も
、
最
終
的
に
赤
外
線
テ
レ

ビ
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
、
墨
痕

。
運
筆
を
確
認
し
た
。
以
下
、
観
察
所
見
と
簡
略

な
解
説
を
加
え
た
い
。

①
の
頭
部
は
圭
頭
状
で
あ
る
。
物
資
の
数
量
を

「俵
」
で
示
す
例
と
し
て
、

米

・
白
米
の
ほ
か
に
、
柏

（牌
）
や
大
豆
が
あ
る
。

②
の
頭
部
は
刀
子
で
整
形
を
加
え
、
や
や
円
み
を
も
た
せ
て
い
る
。
三
字
目

は

「評
」
の
可
能
性
が
大
き
い
。
し
か
し
第

一
画
や
芳
か
ら
す
る
と
、
「郡
」
で

あ
る
可
能
性
も
少
し
は
残

っ
て
い
る
。

『
和
名
抄
』
に
近
江
国
坂
田
郡
長
岡
郷
が
み
え
、
滋
賀
県
山
東
町
長
岡
付
近

に
あ
た
る
。
平
安
初
期
に
作
成
さ
れ
た
坂
田
郡
関
係
の
土
地
売
買
券
文
が
数
点

残
っ
て
お
り
、
大
原
郷

。
長
岡
郷

・
横
川
駅
家
に
秦
氏
、
大
原
郷
に
は
さ
ら
に

秦
人
の
分
布
が
認
め
ら
れ
る
。
数
量
を

「裏
」
で
示
す
も
の
に
、
玉
類

。
裏
飯

な
ど
が
あ
る
。

⑤
は
下
端
部
を
尖
ら
せ
て
い
る
の
で
、
文
書
木
簡
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
伊
場

木
簡
に

「□
評
史
川
前
連
」
と
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
『新
撰
姓
氏
録
』
に
、

評
首

。
評
連

・
郡
忌
寸

・
郡
首
が
み
え
て
い
る
。
②
と
③
は
評
制
施
行
時
の
木

簡
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

⑭
は
長
大
な
木
筒
で
、
裏
面
は
天
地
逆
に
記
す
。
表
の
二

。
三
字
目
は
、
左

側
面
が
割
ら
れ
て
い
る
の
で
偏
が
不
明
。　
そ
の
た
め
読
み
切
れ
な
い
が
、

「
甲

皮
」
も
し
く
は

「伊
波
」
の
可
能
性
が
あ
る
。
裏
面
の
記
載
は
、
疫
病
流
行
な

ど
の
事
態
と
関
わ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

③
は
習
書
木
筒
。
表
裏
と
も
同
筆
で
、
優
れ
た
書
風
で
あ
る
。
出
典
は
未
詳
。

③
は
厚
み
の
あ
る
呪
符
木
簡
。
頭
部
は
圭
頭
状
で
は
な
く
、
刀
子
で
や
や
斜

め
に
整
形
し
て
い
る
。
下
端
部
も
尖
ら
せ
て
い
な
い
。
裏
面
は
樹
皮
を
は
い
だ

ま
ま
の
状
態
で
、
未
整
形
で
あ
る
。
表
の
上
端
部
分
中
央
と

「今
」
の
す
ぐ
下

に
、
薄
く
朱
が
み
え
て
い
る
。

符
禦
の
下
に
、
中
央
に
大
き
く

「今
」
と
書
く
。
「令
」
で
は
な
い
。
「今
」

の
下
に
右
側
に
寄
せ
、
「戊
日
死
人
」
と
記
す
。
「戊
の
日
に
死
ぬ
る
人
」
と
で

も
読
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
状
で
は
、
０
と
と
も
に
、
最
古
の
呪
符
木
簡
で
あ

る
。
後
に
も
ふ
れ
る
よ
う
に
、
下
ツ
道
で
行
な
わ
れ
た

「死
の
ケ
ガ
レ
」
を
京

外

へ
は
ら
う
臨
時
大
祓
な
ど
に
用
い
た
も
の
か
。
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⑦
は
腐
食
が
甚
し
く
、
ま
た
墨
痕
も
薄
い
。

⑤
は
申
□
里

（申
間
里
か
）
か
ら
の
貢
進
物
付
札
。
一異
面
の
釈
文
が
定
ま
ら
な

い
た
め
、
内
容
を
的
確
に
把
握
し
が
た
い
。
表
の

「出
加
山
」
の
三
字
は
墨
色

が
濃
い
。
「奉
」
ま
で

一
旦
書
い
て
、
筆
に
墨
を
含
ま
せ
、
「出
加
山
」
と
書
き

出
し
た
と
み
て
よ
い
。
ま
た

「奉
」
と

「出
」
の
間
隔
は
、
他
と
比
べ
る
と
や

や
空
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
察
所
見
か
ら
す
る
と
、
「申
間
里
奉
る
。
」
と
読

む
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
七
世
紀
代
の
金
石
文
で
は
、
「仕
奉
」
「敬
奉
」
「作

奉
」
な
ど
、

動
詞
に

「奉
」
を
添
え
る
敬
語
表
現
が

一
般
的
で
あ
る
。

『
法
王

帝
説
』
に
は

「奉
渡
」
と
す
る
事
例
が
例
外
的
に
み
え
る
の
で
、
「出
し
加

へ
奉

る
」
と
読
め
な
く
は
な
い
が
、　
そ
の
場
合
に
は
墨
色
に
問
題
を
残
す
し
、

「奉

る
」
の
み
で
十
分
意
が
通
じ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ

「出
し
加

へ
奉

る
」
と
持

っ
て
回
っ
た
表
現
と
な
り
、
疑
点
が
あ
る
。

『
和
名
抄
』
や
そ
の
他
の
史
料
に
よ
っ
て
も
、
申
間
里
に
該
当
す
る
地
名
は

見
当
ら
な
い
。
裏
面
の

「本
部
」
に
つ
い
て
も
未
詳
で
あ
る
が
、
藤
原
官
木
簡

（反
こ

に

「
大
容
□
」
の
事
例
が
あ
っ
て
、
部
と
反
は
と
も
に

「
へ
」
の
甲
類
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
新
潟
県
的
場
遺
跡
出
土
の
木
簡
に

「
を
の
ハ

ヘ
」
の
事
例
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
「（
部
」
を
贄
と
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
「出

加
山
贄
」
と
な
り
、
申
間
里
か
ら
貢
進
さ
れ
た

「出
加
山
の
贄
」
の
意
と
解
さ

れ
る
が
、
断
定
の
限
り
で
は
な
い
。

⑨
は
上
下
端
に
切
り
込
み
の
あ
る
〇
三

一
型
式
で
、
①
と
は
形
式
を
異
に
す

る
が
、

法
量
や
書
体
に
は
共
通
し
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
不
駿
河
原
」
の

四
字
は
墨
痕
明
瞭
で
あ
る
が
、
「椴
」
の
読
み
が
通
ら
な
い
。
『
大
渓
和
辞
典
』

に
も

「椴
」
は
み
え
な
い
。
音
符

「変
」
が
つ
く
俊

・
峻

。
悛

・
浚

・
遼

・
竣

・
険

。
駿

・
駿
な
ど
は
い
ず
れ
も

「
シ
ェ
ン
」
で
、
談
も
同
様
か
と
思
わ
れ
る

が
、
万
葉
仮
名
に
音
符

「
変
」
の
つ
く
漢
字
は
み
え
な
い
。

た
だ
芳
に

「常
」
を
用
い
た
端

・
館

。
鋪
の
呉
音
は

「
ジ
ョ
ウ
」
で
あ
り
、

駿
を

「
ジ
」
に
宛
て
た
可
能
性
が
残
る
。
類
例
に

「蓋
」
が
あ
る
。
「蓋
」
の
呉

音
は

「
ジ
ン
」
で
、
「東
国
不
轟
河
邊
人
大
生
部
多
」
（皇
極
紀
三
年
七
月
条
）
や
、

「
不
議
山
」
翁
万
葉
集
』
巻
三
十
三
一
七
・
三
一
九
）
で
は

「
ジ
」
と
読
ま
せ
て
い

る
。
そ
の
ほ
か

『
万
葉
集
』
で
は
富
士
（山
）
を
、
不
自

ｏ
布
自

・
布
仕

・
布
士

・
布
時
な
ど
と
表
記
し
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
、
川
原
（飛
鳥
―
―
）、
川
辺
（逃
太
―
―
）、
河
辺
（飛
鳥
―
―
、

飛
鳥
寺
西
―
―
、
阿
斗
―
―
、
底
杵
―
―
、
不
蓋
―
―
）
な
ど
の
表
現
が
散
見
す
る
。

⑨
は
不
駿
河
原
で
産
出
し
た
物
品

一
斤
に
つ
け
た
貢
進
物
付
札
で
、
人
名
や
里

名
な
ど
、
貢
進
主
体
を
記
さ
な
い
の
が
特
異
で
あ
る
。
天
武

・
持
統
朝
に
山
野

や
海
を
禁
所
と
し
た
事
例
が
み
え
て
い
る
。
富
士
川
下
流
域
の
よ
う
に
、
流
路

が
安
定
せ
ず
広
大
な
河
原
を
形
成
し
て
い
た
場
所
に
つ
い
て
も
、
そ
の
所
有
権

や
歴
史
的
背
景
を
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

⑩
は
習
書
木
簡
で
、
四
字
目
か
ら
下
は
墨
で
薄
く
消
し
て
い
る
。
『
日
本
霊
異

記
』
中
巻
第
二
話
に
み
え
る
烏
の
邪
渥
を
め
ぐ
る
説
話
が
想
起
さ
れ
る
。

０
は
符
篠
と
呪
句

「急
々
如
律
令
」
を
記
し
た
最
古
の
呪
符
木
簡
で
あ
る
。

上
端
部
は
や
や
圭
頭
状
に
整
形
さ
れ
て
い
る
。
遺
構
面
に
突
き
刺
さ
っ
た
状
態



で
検
出
さ
れ
た
。
も
と
も
と
下
端
部
を
尖
ち
せ
、
下
ツ
道
東
側
溝
の
川
辺
で
行

な
わ
れ
た
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
符
纂
は
、
「
日
」
四
字
を
三

行
に
書
き
、
そ
の
下
に

「
尾
」、
「
日
」
を
横
に
三
字
、
鬼
を
書
く
。

⑫
は
切
り
込
み
が
な
い
。
別
君
意
伎
床
呂
は
初
見
。

①
の

「
石
井
」
は
氏
の
名
と
し
て
の
例
は
な
い
の
で
、
地
名
か
と
思
わ
れ
る
。

『和
名
抄
』
に
石
井
郷
は
、
河
内
国
讃
良
郡
、
摂
津
国
武
庫
郡
、
山
城
国
紀
伊

淋
、
安
房
国
平
群
郡
、
下
総
国
猿
鳴
郡
、
同
海
上
郡
、
上
野
国
確
氷
郡
、
困
幡

国
巨
濃
郡
、
伊
与
国
周
敷
郡
、
同
越
智
郡
、
同
久
米
郡
、
豊
後
国
日
田
郡
に
み

え
る
。
贄
の
阿
治
（鰺
）
に
付
け
ら
れ
た
貢
進
物
付
札
だ
か
ら
、
石
井
は
摂
津
国

武
庫
郡
石
井
郷
の
地
か
。
持
統
三
年
八
月
に
、
摂
津
国
武
庫
海

一
千
歩
内
を
禁

所
と
し
、
守
護
人
を
置
い
て
い
る
。
「前
分
」
は
未
詳
。
前
後
二
回
に
分
け
て

貢
進
し
た
意
か
。
裏
面
の
切
り
込
み
部
分
に
、
紐
の
痕
跡
が
あ
る
。

そ
の
ほ
か
木
簡
で
は
な
い
が
、
長
さ
二
五

・
四
伽
、
幅
五

・
五
ｍ
で
、
上
端

部
を
半
円
形
に
整
形
し
た
板
材
に
、
胡
人
か
と
思
わ
れ
る
人
物
像
を
描
い
た
も

の
が
あ
る
。

木
筒
の
ほ
ぼ
半
数
は
付
札
や
貢
進
物
付
札
で
あ
り
、
習
書
木
簡
に
達
筆
な
も

の
が
あ
る
こ
と
、
「佑
」
「神
家
」
と
記
し
た
墨
書
土
器
も
出
土
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
藤
原
京
右
京
五
条
四
坊
の
下
ツ
道
に
面
し
た

一
帯
に
官
行
や
貴
族
の
邸

宅
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

さ
ら
に
多
量
の
木
製
祭
祀
具

（人
形
・
斎
串
。
馬
形
・
鳥
形
・
舟
形
・
剣
形
な
ど
）

や
祭
祀
用
の
土
器
、
⑥
⑪
の
呪
符
木
簡
、
金
属
製
の
人
形
、
爽
締
箱
な
ど
が
出

上
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
は
、
七
世
紀
末
葉
に
下
ツ
道
で
国
家
的
規
模
の

臨
時
大
祓
や
道
饗
祭
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

六
月
と
十
二
月
の
晦
日
に
、
朱
雀
門
外
で
大
祓
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
に
対

し
、
即
位
式
や
大
嘗
祭
に
先
立
っ
て
、
ま
た
疫
病
流
行
や
大
災
害
に
際
し
て
実

施
さ
れ
た
臨
時
大
祓
は
、
京
極
大
路
を
舞
台
と
し
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
。

疫
病
神
が
京
内
に
侵
入
せ
ぬ
よ
う
、
大
祓
と
同
日
に
道
饗
祭
が
京
城
四
隅
の
道

の
ほ
と
り
で
行
な
わ
れ
た
。
長
岡
京
で
は
、
右
京
五
条
の
西
京
極
に
接
し
た
西

山
田
遺
跡
で
多
量
の
祭
祀
遺
物
が
検
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
臨
時
大
祓
や
道
饗

祭
は
京
城
四
隅
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
京
極
大
路
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と

み
て
よ
い
。
藤
原
京
で
は
下
ツ
道
が
そ
う
し
た
余
場
の
一
つ
で
あ

っ
た
。

金
属
製
人
形
や
交
締
箱
も
注
意
さ
れ
る
。
大
祓
の
当
日
、
内
一暴
で
は
天
皇
、

皇
后
、
皇
太
子
ら
が
金
属
製
の
人
形
や
荒
世

・
和
世
と
称
す
る
服
に
ケ
ガ
ン
を

移
し
、
河
に
流
す
御
贖
が
行
な
わ
れ
た
。
大
祓
に
は
木
製
の
人
形
を
用
い
る
の

に
対
し
、
御
贖
で
は
金
属
製
人
形
を
用
い
る
。
下
ツ
道
の
東
側
溝
は
幅
七
ｍ
も

あ
っ
て
、
今
回
の
調
査
地
点
か
ら
北
流
し
、
す
ぐ
飛
蔦
川
に
注
い
で
い
た
。
金

属
製
人
形
と
荒
世

。
和
世
を
納
め
た
か
と
思
わ
れ
る
爽
締
箱
が
検
出
さ
れ
た
こ

と
は
、
下
ツ
道
と
そ
の
東
側
溝
が
祭
場
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

藤
原
京
造
営
の
際
の
諸
祭
祀
に
関
わ
る
要
素
も
指
摘
で
き
る
。
調
査
地
点
の

西
側
に
下
ツ
道
が
あ
り
、
そ
の
西
方
域
は
四
条
遺
跡
で
あ
る
。
天
武
朝
に
新
城

の
造
営
事
業
が
開
始
さ
れ
た
際
、
こ
の
地
域
に
所
在
し
た
数
基
の
五
世
紀
か
ら

六
世
紀
代
の
古
墳
を
削
平
し
て
、
整
地
を
行
な
っ
た
事
実
が
判
明
し
て
い
る
。
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そ
の

一
基
が
四
条
古
墳
で
、
多
量
の
木
製
埴
輪
の
出
上
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新

し
い
。
古
墳
削
平
に
際
し
て
、
死
の
ケ
ガ
ン
を
除
く
祭
祀
が
行
な
わ
れ
た
の
だ

ろ
う
。
ま
た
持
統
五
年
十
月
に
行
な
わ
れ
た
新
益
京

（諜
原
一金

の
鎮
祭
は
、
各

京
極
大
路
を
祭
場
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
大
宝
令
施
行
以
前
に
、
下
ツ
道
の
路
上
で
国
家
的
祭
祀
が

行
な
わ
れ
て
い
た
事
実
は
動
か
な
い
。
下
ツ
道
が
あ
る
時
期
ま
で
、
藤
原
京
の

西
京
極
大
路
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
今
回

判
明
し
た
事
実
と
、
近
年
、
有
力
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
大
藤
原
京
論
と
を
、
ど
の

よ
う
に
整
合
さ
せ
る
の
か
、
今
後
の
課
題
と
言
え
よ
う
。

（１
１
７
竹
田
政
敬

・
８
和
国
　
孝
）

木
　
簡
　
研
　
究
　
第
一
〇
号

巻
頭
言
―
―
本
簡
学
会
の
十
年
十
１

一
九
八
七
年
出
上
の
木
簡

概
要
　
平
城
宮

・
京
跡
　
興
福
寺
勅
使
坊
門
跡
下
層
　
藤
原
宮
跡
　
藤
原
京
跡

藤
原
京
左
京
九
条
三
坊
　
紀
寺
跡
　
長
岡
宮
跡
　
長
岡
宮

・
京
跡
　
舟
羽
離
宮

跡
　
千
代
川
遺
跡
　
矢
谷
遺
跡
　
大
双
城
跡
ω
　
大
坂
城
跡
②
　
梶
原
南
遺
跡

宅
原
遺
跡

（豊
浦
地
区
）

長
田
神
社
境
内
遺
跡
　
書
写
坂
本
城
跡
　
砂
入
遺

跡
　
杉
垣
内
遺
跡
　
清
洲
城
下
町
遺
跡
　
岩
倉
城
遺
跡
　
勝
川
遺
跡
　
苅
安
賀

遺
跡
　
山
中
遺
跡
　
小
町

一
丁
目

一
〇
七
番
地
点
遺
跡
　
宮
町
遺
跡
　
川
田
川

原
田
遺
跡
　
光
相
寺
遺
跡
　
妙
楽
寺
遺
跡
　
釜
測
遺
跡
　
南
古
舘
遺
跡
　
大
楯

遺
跡
　
手
取
清
水
遺
跡
　
角
谷
遺
跡
　
横
江
荘
遺
跡
　
白
外
遺
跡
　
車
戸
千
軒

町
遺
跡
　
延
行
条
里
遺
跡
　
長
門
国
分
寺
跡
　
安
養
寺
遺
跡
　
金
光
寺
跡
推
定

地
　
博
多
遺
跡
群

（築
港
線
関
係
第
三
次
調
査
）

吉
野
ケ
里
遺
跡
群
　
本
告

牟
田
遺
跡

一
九
七
七
年
以
前
出
上
の
木
簡

（
一
〇
）

平
城
宮
跡

（第
四
四
次
）

中
世
木
簡
の
一
形
態
―
―
山
札
・
茅
札
に
つ
い
て
の
覚
書
―
―
　
　
　
　
石

井
　
進

雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡

「
日
書
」
よ
り
見
た
法
と
習
俗
　
　
　
　
　
工

藤

元

男

木
簡
の
爆
存
処
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沢

田

正

昭

彙
報
『
木
簡
研
究
』
六
を

一
〇
号
総
目
次

研
究
集
会
報
告

一
覧

木
簡
出
土
遺
跡
報
告
書
等
目
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺

崎

保

広

木
簡
出
土
遺
跡

一
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺

崎

保

広

頒
価
　
一一一八
〇
〇
円
　
〒
五
〇
〇
円




